
 

 

 

 

ごみ処理広域化に関する基本合意書の締結について 
 

 

 
■ 名 称 前橋市、桐生市、伊勢崎市、みどり市、玉村町ごみ処理の広域化に関する

基本合意書 

■ 締 結 式

及 び

記 者 会 見

 (１)日 時  令和８年２月４日(水)  午前10時30分から 

(２)場 所  前橋市役所 ４階 庁議室（前橋市大手町二丁目12番１号）

(３)その他  基本合意書締結後に記者会見を行います 

■ 今後の予定 (１)施設整備協議会の設置 

(２)ごみ処理広域化基本構想の策定（令和８・９年度） 

 

 

 

 

 

 

 

⑪住み続けられるまちづくりを⑫つくる責任つかう責任なし

  

【問い合わせ】 
市民生活部清掃センター施設担当 
担当 前原・今井 
TEL 74-1010 

令和8年1月29日 

市民生活部清掃センター 

桐生市は、令和５年11月に周辺５市町で設立した前橋・桐生・伊勢崎・

みどり・玉村一般廃棄物処理広域化協議会において、ごみ処理の広域化

について調査研究した結果、一定の合意形成が図られましたので、５市

町によるごみ処理広域化に関する基本合意書を締結します。 
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